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政教条約下における襲職者の法佼(篠永}

政
教
条
約
下
に
お
け
る
聖
職
者
の
地
位

i
l
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
襲
職
者
剖
法
特
権

i
i

iま

め

じ「
特
権
的
」
保
護
の
在
り
方

，綱h、

一、-〆

司
法
裁
判
権
と
の
管
職
の
重
複

( 

一一) 

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
裁
量
織
に
基
づ
く
保
護
の
実
態

法
解
釈
論
的
見
地
か
ら
み
た
聖
職
務
司
法
特
権

( 

一、耐“'
判
椀
変
更
の
動
き

，州陶、

一一、抽，〆
裁
判
拒
否
と
判
例
に
よ
る
解
決

，綱h、
… 一一) 

公
務
員
特
権
と
の
異
間

結

iま

め

じ

集

永

千

都

子

(
寓
会
大
学
)
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霊祭事走法12号(1993)

一
九

O
五
年
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
は
襲
職
者
に
特
到
の
法
的
地
位
を
与
え
ず
、
当
然
に
一
一
般
法
に
従
属
さ
せ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い

て
は
事
情
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
政
教
条
約
体
制
(
芯
魚
沼
鳴
き
M
M
g
a
E
5
2
i
i
一
人

O
一
年
九
月

准
の
フ
ラ
ン
ス
i
聖
鹿
間
関
の
弘
一
料
に
基
礎
-
安
婦
漉
く
館
内
法
、
す
な
わ
ち
共
和
謄
一

O
年
ジ
エ
ル
ミ
ナ
ル
一
八
日
二
人

O
一
一
年
四
丹

【
勾
，

u
v

の
法
律
、
と
く
に
そ
の
中
の
付
腐
約
款
主
主
己
申
問
。
品
き

S
g拍
)
を
法
的
義
畿
と
す
る

i
ー
が
路
樹
と
な
っ
て
い
た
こ
と

0
5批

八
日
)

に
そ
の
根
源
的
な
議
出
が
あ
る
。

コ
ン
コ
ル
ダ
付
属
約
款
の
六
1
八
条
は
、
襲
職
者
を
一
方
ま
た
は
両
方
の
当
事
者
と
す
る
訴
に
つ
い
て
、

(
3〉
〈

4〉

〈吋

2
2話
-uo号
向
WVM拐
さ
さ

M
M
冊
目

8
8
H
U鳴
門

S
E
)」
と
呼
ぜ
れ
る
制
度
を
剖
創
設
し
、
発
見
抜
ま
も
な
い
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
内

に
こ
の
訴
専
門
の
審
査
・
裁
決
一
積
損
で
あ
る
権
一
般
掻
一
魅
審
札
艇
を
設
費
す
る
と
す
る
。
逼
陵
町
蹄
越
の
再
設
を
め
ぐ
っ
て
は
い
く
つ
か

「
権
限
撤
趣
の
番

の
論
点
を
指
摘
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
司
法
裁
判
権
と
持
政
裁
判
権
の
関
に
位
鷺
す
る
、
霊
験
者
の
司
法
特
擦
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

「
権
議
総
越
の
訴
」
の
判
制
向
上
大
き
な
桂
霊
を
お
め
で
い
る
の
は
、
対
襲
職
者
一
同
法
訴
追
の
許
可
の
申
請
と
い
う
意
味
合
い
に
お
け
る

(S) 

権
限
蟻
越
の
訴
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
擦
隈
槍
越
審
査
部
の
判
定
〈
窓
口
宣
告
〉
が
叢
輸
さ
れ
る
関
に
、
「
機

限
撤
越
の
欝
」
の
制
制
度
の
存
在
は
、
醜
職
者
を
言
法
裁
判
所
に
召
喚
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
際
、
こ
れ
を
一
定
限
度
に
・
お
い
て
妨
げ
、

聖
職
者
を
保
護
す
る
制
度
と
し
て
現
実
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
こ
こ
で
い
う
離
職
者
の
「
司
法
特
権
情

Hugs-件
小

百
円
以
江
主
円
申
)
」
で
あ
る
。

-!1-ム

蕊
式
名
称
は
「
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
ピ
ウ
ス
七
愛
加
盟
一
下
と
の
協
定
」

0
0
0
3
3
E
E
と
漁
称
さ
れ
る
。

蕊
式
名
称
は
「
礼
拝
の
制
服
織
化
に
鍵
す
る
法
律
、

「
権
限
臨
席
抽
婚
の
部
設
を
指
す
フ
ラ
ン
ス
緩
め
潮
絡
は
一
定
し
て
い
会
い
。
向
W
桝
w

富岡

g
g
g
@
《
可
忠
臣
が
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
以
来
の
伝
統
的
な
淘
絡
で
あ

…純一



政教条約Tにおける3駐車民事Eの地佼{徳永)

る
が
、
一
九
登
紀
半
ば
に
司
毒
。
己
認

8
8同

防
@
内
町
伊
M
M

告
と
い
う
表
漢
が
コ
ン
勺
イ
ユ
・
ヂ
タ
の
制
判
例
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
一
八
五

0

年
代
(
鍛
餐
の
鶏
ぺ
で
は
す
八
五
五
年
〉
に

5
0
5
苦
悩

;
v
g
と
い
う
呼
称
が
肱
毒
し
て
い
る
こ
と
が
制
詩
集
か
ら
鎗
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
も
湾
絡
の
混

在
は
絞
き
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
い
て
語
oa冨
M
M
O

完
備
W
V善
が
笈
婚
す
る
の
は
一
八
七

0
年
代
か
ら
で
あ
る
。
防
-

V
色
。
設
ご
0

・
事
告
芯
⑮
』

ev'

急
設
立
畏
サ
込
を
ヨ
ミ
h
G命
令

円

札

g
g喜
a
s
sミ
S
R
F
言
。
出
子
お
お
ら
・

8
・
し
か
し
鎗
者
の
用
い
る
期
滞
は
、
そ
の
後
も
必
ず
し
も
串

S
S

Muom吋
与
語
に
統
一
事
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
の
点
の
統
一
釣
な
了
解
が
存
在
し
な
い
と
い
う
よ
ち
も
、
横
田
眠
凪
欄
越
の
訴
は
ア
ン
シ
ャ

ン
・
レ
ジ
ー
ム
時
代
か
ら
一
九

O
五
年
一
一
一
月
九
日
の
法
律
に
軍
事
る
ま
で
存
帥
脱
し
た
一
賞
し
た
総
度
で
あ
る
と
の
認
輪
開
が
遅
出
府
し
て
お
号
、
そ
の
た
め
一
九
世
紀

の
そ
れ
の
み
を
枇
第
な
呼
称
?
呼
ぶ
必
要
性
が
杏
ほ
ど
に
な
く
、
コ
ン
セ
イ
子
デ
タ
が
作
っ
た
懸
橋
で
あ
る

5
2
2
簿
記
号
躍
を
一
九
世
紀
に
つ
い
て

専
属
的
に
使
用
す
る
か
し
な
い
か
は
鎗
者
次
第
で
あ
る
。
結
局
、
名
唱
。

-
S滋
g
a
門
戸
ぜ
冨
切
に
統
一
し
て
も
、
時
代
を
酬
明
暗
帽
に
し
て
必
き
替
え
す
れ
ば
不
都
合

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

〈

4)

制
制
度
の
旗
開
銀
に
つ
い
て
は
、
制
刑
務
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
公
法
に
お
け
る
誕
譲
捻
鎗
の
訴
』
に
つ
い
て
{
一

)
1
1犠
限
泌
鎗
の
訴
と
行
政
緋
訟

l
i
」
皐

稲
mm政
治
公
法
研
究
・
第
一
二
八
品

7
平
成
周
年
・
期
間
二
五
賞
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
ゑ
紬
拙
穣
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
公
法
に
お
け
る
芯
慣
療
後
越
の
訴
い
に
つ
い
て
(
二
〉

i
!被
限
胎
畿
の
訴
と
司
法
毅
剰
と
の
鑓
係
i
i」
早
稲
m
国
政
治
公
法
務

究
・
第
一
二
九
号
・
平
成
間
同
年
・
-
七
一
一
丁
一
七
七
頁
を
多
黙
さ
れ
た
い
。

{GW

機
開
絞
臨
曙
越
審
査
担
耐
の
審
査
結
果
を
去
す
用
組
聞
と
し
て
、
家
職
聞
は
&
の
広

S
で
あ
っ
て
島
忠
仲
は
用
い
ら
れ
な
い
が
、
本
穏
に
お
い
て
は
お
お
む
ね
「
判
決
」

と
し
た
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
き
た
い
。

「
特
権
的
」
保
護
の
在
り
方

〈

一、柚-"

司
法
裁
判
権
と
の
管
轄
の
重
複

〈

Z)

ま
ず
コ
ン
コ
ル
ダ
付
属
約
数
六
i
七
条
の
定
義
す
る
権
妓
総
越
の
諸
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
論
者
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
分
類
法
が

(Z)
・

{3)

あ
る
が
、
こ
こ
で
は

E
・
ラ
フ
ェ
リ
エ
!
ル
の
分
類
法
に
従
っ
て
み
て
い
き
た
い
。
こ
れ
は
全
体
安
四
つ
の
ケ

i
ス
に
分
類
す
る
も

-29-



安詰教淡路号(1993)

〈i
}
世
俗
の
当
局
が
教
会
の
当
局
に
持
し
機
態
検
越
の
訴
を
提
起
す
る
ケ
i
ス
、
ケ
ー
ス

(
2
)
教
会
内
部
の
人
間

の
で
、
ヶ

1
ス

が
教
会
の
当
局
を
相
手
取
っ
て
様
限
縁
組
の
訴
を
提
錦
、
ず
る
ケ

l
ス
、
ケ
i
ス

(
3
)
単
な
る
忽
人
が
重
職
者
の
行
為
に
対
し
て
訴
を

提
揺
す
る
ケ
i
ス
、
ケ
ー
ス
〈
4
〉
行
政
の
当
局
一
に
対
し
て
聖
職
者
の
側
か
ら
訴
を
提
起
す
る
ケ

i
ス
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
ケ
ー
ス

(
i
)
お
よ
び
ケ
i
ス

(
3〉
が
、
司
法
裁
将
と
の
梼
わ
り
に
お
け
る
主
要
な
テ

i
マ
で
あ
り
、
付
随
的
に
ケ
ー
ス

(
4〉

な
っ
て
く
る
。

〈

4
)
が
問
題
と

こ
こ
で
刑
事
事
砕
の
対
象
と
な
る
事
案
の
剣
を
一

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
、
右
の
権
限
撤
越
の
訴
の
対
象
と
な
る
こ
つ
の
ケ
ー

ス
に
対
応
さ
せ
て
み
た
い
。
第
1
カ
テ
ゴ
リ
ー
uu
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
小
教
区
の

龍
麓
X
が
、
礼
拝
の
最
中
、
同
額
Y
に
よ
っ
て
言
動

を
も
っ
て
中
傷
怒
れ
た
。

X
は
Y
の
震
動
は
名
誉
穀
損
罪
に
あ
た
る
・
と
し
て
、

Y
を
告
訴
す
る
こ
と
を
欲
し
た
。
す
な
わ
ち
被
害
者
X

は
、
司
法
裁
判
所
に
私
訴
を
提
起
し
司
法
手
韓
を
開
始
さ
せ
、
最
終
的
に
加
害
者
Y
に
対
し
有
胸
骨
(
有
費
)
判
決
が
下
る
こ
と
を
望
ん

30-

だ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
当
事
件
は
付
属
品
約
款
六
条
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
襲
職
者
の
権
限
捻
越
の
ケ
l
ス
の

っ
、
す
な
わ

ち
ラ
フ
ェ
リ
エ

1
4
H
の
分
類
に
よ
る
ケ

i
ス
〈
3
}
に
該
当
す
る
た
め
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
権
媛
検
越
審
査
権
の
管
轄
内
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
第
二
カ
テ
ゴ
リ

i
uあ
る
司
祭
の
礼
拝
中
の
説
教
の
な
か
に
、
当
局
を
批
判
す
る
欝
辞
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
、
検
察

が
軽
罪
裁
判
所
に
合
訴
を
提
起
し
て
刑
事
訴
遣
を
行
学
つ
こ
と
を
欲
し
た
。
こ
の
際
、
当
議
事
件
は
「
侵
犯
・
越
権
い
と
い
う
権
限
捻

績
の
ケ

i
ス
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
ケ
ー
ス
〈
l
〉
に
議
当
し
て
権
綬
鎗
越
審
疫
機
の
管
轄
と
な
る
点
が
、
訴
追
の

障
察
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
右
の
二
つ
の
事
案
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
聴
融
機
者
に
対
す
る
罵
法
裁
判
所
に
お
い
て
の
訴
追
に
療
し
、
権
限
検
慈
審

査
擦
が
法
禄
の
明
文
そ
も
っ
て
践
ら
の
管
輸
を
主
張
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
職
者
会
被
疑
者
と
サ
る
事
件
の
す

べ
て
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
権
限
鎗
越
審
査
部
に
聾
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
あ
く
ま
で
、
六
条
に



列
挙
さ
れ
て
い
る
権
限
鎗
越
の
ケ
i
ス
の
い
ず
れ
か
に
接
頭
す
る
事
件
の
み
が
そ
の
対
象
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
吋
礼
拝
の
執
行
に
療

し
て
」
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い
る
点
に
註
闘
し
た
い
。
一
湾
祭
の
職
務
の
護
者
に
付
随
し
て
起
こ
っ
て
く
る
違
反
(
連
帯
葬
)
ま
た
は

較
第
の
ケ
ー
ス
の
み
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
司
祭
の
職
務
の
執
宥
の
外
の
と
こ
ろ
で
宥
な
わ
れ
た
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
権
限
総
趣

審
査
の
対
象
外
で
あ
る
点
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

可
祭
職
の
勢
作
の
外
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
重
罪
(
設
昼
、
軽
罪
お
と
三
、
連
警
察
〈

s
a
E
4
0
5
5
)
の
い

(5) 

ず
れ
に
つ
い
て
も
一
般
法
の
適
用
を
受
け
る
。
司
祭
の
職
務
の
執
行
に
際
し
て
行
な
わ
れ
た
軽
罪
と
逮
警
罪
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
唯
一
残
さ
れ
る
鵬
問
題
と
し
て
、
湖
町
祭
の
職
務
に
関
係
が
あ
り
し
か
も
重
罪
で
あ
る
場
合
に
は
、

き
わ
め
て
政
治
的
な
色
彩
を
帯
び
関
鍾
は
譲
維
と
な
る
。
右
の
ケ
i
ス
の
重
罪
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
刑
法
の
規
定
す
る
典

離
的
な
も
の
を
み
の
げ
て
お
き
た
い
。

O
口
頭
に
よ
る
当
局
批
判
。
こ
れ
は
お
お
む
ね
軽
罪
の
部
類
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
譲
渡
が
ひ

-31-

ど
い
場
合
に
は
議
罪
と
な
る
〈
出
刑
法
ニ

O
一
l
二
O
三
条
〉
。
母
文
書
に
よ
る
場
合
に
は
よ
り
荊
が
重
く
、
す
べ
て
重
罪
で
あ
る

波紋条約下における豊富職者の地税{徳永}

(間二
O
昭
l
二
O
六
条
〉
。
実
際
、
特
例
上
か
な
り
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
右
の
舎
の
ケ
l
ス
で
あ
っ
て
、
ぞ
れ
ら
は
司
教
や
大
潟
教
が

文
書
に
お
い
て
当
局
を
批
判
し
た
と
さ
れ
る
事
件
の
視
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
事
件
が
ま
ず
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
権
販
検
越
審
査
部
に

遣
し
そ
こ
で
権
罷
捻
越
の
宣
嘗
が
行
な
わ
れ
た
と
す
る
と
、
新
興
が
大
々
的
に
書
き
立
て
世
論
が
沸
欝
し
、
弾
劾
さ
れ
た
一
時
教
・
大
司

教
を
殉
教
者
に
し
が
ち
と
な
る
。
世
俗
の
岩
田
周
の
対
応
は
、
権
製
捻
越
の
笠
曹
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
或
嚇
的
効
果
を
与
え
る
に
と

ど
め
、
た
と
え
当
該
行
為
が
璃
法
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
難
者
の
司
教
・
大
司
教
を
商
法
裁
創
刊
所
に
お
い
て
訴
追

す
る
ま
?
に
は
逆
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
世
論
は
粥
法
一
一

O
四
条
を
適
用
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
に
厳
し
い
視
線
を
掲
げ
て
い

(ぷゆ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
教
会
寄
り
の
世
論
が
政
府
攻
撃
を
際
立
た
せ
る
と
藷
局
儒
が
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
病
法
一
一

O
剖
条
を
適
用
さ

(7〉

せ
て
重
罪
と
し
て
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
訴
追
す
る
倒
も
あ
る
。
な
お
司
教
・
大
司
教
の
文
書
・
南
牧
書
簡
、
そ
の
他
の
行
為
に
対
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す
る
権
限
捻
鎮
の
訴
に
お
い
て
は
、
ガ
リ
カ
ン
教
会
の
白
梅
・
独
立
お
よ
び
慣
習
に
瀦
挺
す
る
と
い
う
点
が
必
ず
判
決
文
の
中
で
一
普
及

さ
れ
る
。
ま
た
ロ
ー
マ
の
翠
麗
と
連
絡
を
取
る
行
為
は
、
付
信
椅
品
約
款
一
条
に
援
触
す
る
。

こ
の
よ
う
に
制
作
劇
向
上
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
る
が
、
ぞ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
実
際
に
聖
聴
者
に
対
し
て
可
法
上
の
訴

追
が
要
求
怒
れ
て
く
る
事
件
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
名
誉
豪
損
二
八
一
九
年
五
晃
一
七
羽
の
法
律
=
一
一
i
一
八
条
に
よ
り
、

軽
罪
〉
。
結
婚
お
よ
び
滋
葬
に
際
し
て
の
司
祭
の
職
務
の
遂
宥
に
お
け
る
違
背
(
結
婚
に
つ
い
て
は
、
旧
粥
法
の

九
九
条
に
よ
り
、

民
法
婚
の
成
立
な
し
に
宗
教
上
の
結
婚
式
を
司
式
す
る
こ
と
は
軽
罪
と
さ
れ
る
。
開
掛
僚
の
観
点
か
ら
、
刷
犠
務
に
つ
い
て
は
関
誌
混
入
き
。

櫛
饗
〈
関
一
一
一
一
一
条
〉
。
公
熱
袈
襲
(
間
一
二
一
二
四
条
〉
。
説
教
ま
た
は
文
働
憶
に
お
い
て
行
わ
れ
る
当
局
に
対
し
て
の
批
判
(
照
二

O
一
i

二
O
二
条
三
公
安
命
令
違
反
ま
た
は
市
町
村
令
違
反
(
同
七
一
条
一
五
号
に
よ
り
、
違
馨
罪
)
。

「
艦
静
六
条
教
会
の
上
長
お
よ
び
そ
の
晶
閣
の
役
議
皐
脅
か
ら
の
、
以
下
に
掲
げ
る
す
ぺ
て
の
権
限
験
織
の
ケ
1
ス
に
つ
い
て
、
コ
ン
ゼ
イ
ユ
・
デ
タ
ヘ
縫
鮮
で
事

る
。
侵
犯
・
滋
瞳
情
。
共
緑
樹
磁
の
法
律
と
法
漫
に
対
す
る
渡
氏
。
ツ
ラ
ン
ス
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
敏
余
波
に
よ
っ
て
確
立
き
れ
た
幾
後
の
侵
害
。
ガ

ワ
カ
ン
教
会
の
践
的
・
独
立
お
よ
び
慣
瞥
に
捻
療
を
加
え
る
こ
と
。
市
民
の
名
替
を
危
う
く
し
た
号
、
そ
の
良
心
を
混
乱
さ
せ
た
号
、
常
期
間
お
に
と
っ
て
栴
抑
圧
も
し

く
は
侮
線
、
ま
た
は
公
の

a
mと
な
る
恐
れ
の
一
あ
る
よ
う
な
、
礼
縛
の
執
行
に
艶
聞
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
食
て
や
援
る
舞
い
」
。
「
第
七
象
札
簿
の
公
の
執
行
に
対
し

て
、
議
よ
ぴ
法
修
・
法
却
臓
が
礼
絡
の
奉
仕
者
に
品
持
し
て
係
嫁
す
る
と
こ
ろ
の

saに
対
し
て
銀
世
曹
が
加
え
ら
れ
る
僚
に
も
、
湾
植
僚
に
し
て
袋
綴
で
き
る
可
コ
ン

コ
ル
ダ
付
属
約
欽
の
テ
キ
ス
ト
は
次
に
よ
る
よ

F
E
S警

2
5
5
Sヨ
も

な

き

を

F
思
寄
託

pes-まき
が
単
一
句
言
葉
E
v
a
h
Z絞

e
m
V道
義
え
-
M
H
S
?
?
同
組

F
H師
制
執
・

M
L
H師
免

F

{
2〉
抽
閣
の
分
禁
法
に
つ
い
て
は
以
下
を
書
照
さ
れ
た
い
。
菱
総
言

E
E
Z
E
S号
令

S
E守
吾
窓
辺
ね
吹
き
と

S
S
H
守

令

芸

W
K否。鴨

e
E狩

畏
言
註
胸
骨
量
m
h

宅配・・

5
8・
1
8
H
〉
・
安
吾
E
・
3
e
e
P
8
5
札
布
令
長
、

sh町
偽
株
主
宰

5
2長
沼

Z-L幹
部
少
咽
予
選
炉
飽
N引

な
お
話
繍

e
E
2
a呂田
-v・

8
ま
8自
嵩
高
島

-sg品
提
醤
ぽ
官
官
官
亘
書
S
仏
師
。
。
露
滋

Z
・
惨

g
z
:剥
S
E
竪
雪
量
宮
、
領
民
主
害
対
阿
波
特
‘
忍
-

N

叫
酌
む
∞
H
u
o
g
g
e
Q
O可

E
-
E
-
5
宮
急
事
お
の
O器
包

ι
p
a
念
。

gooa'骨
骨
釘
色
濃
喜
一
苦
F
勾
き
ま

E
宮
曾
髭
員
一
言
盟
国
冶
N

8
・

9
耐。。

一L
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M

・8
∞・

〈

3)
炉
鶴
岡
建
丘
伽

3
・0
h
p
a肺
・
嶋
田

ub-

{
&
そ
の
悠
の
幽
栖
開
概
臨
嶋
崎
揖
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
欄
用
法
裁
創
刊
と
の
関
係
と
い
う
テ
ー
す
と
は
直
接
か
か
わ
っ
て
こ
な
い
の
で
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
が
、
た
と
え
ば

ケ
ー
ス

{2)
は
敏
会
内
線
級
車
干
の
ケ
ー
ス
で
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
首
怒
墜
に
添
え
銭
て
そ
こ
に
お
い
て
世
帯
滋
が
行
な
わ
れ
て
い
る
べ
き
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ぞ
れ
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
繍
飯
島
南
鎗
の
訴
と
し
て
は
お
下
で
あ
世
て
、
首
融
制
酎
患
で
の
審
竃
砲
の
方
が
先
決
問
題
で
あ
り
移
送
寄
れ

る
べ
き
で
易
る
と
か
、
聖
職
者
任
命
は
聞
玉
の
間
意
な
し
に
は
行
な
わ
れ
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
櫨
種
開
概
除
措
蝿
の
訴
と
い
う
悉
段
に
添
え
る
余
紘
は
な
く
、
か
つ
係

訟
的
参
段
に
よ

2
・
、
攻
惨
事
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
し
て
輔
押
下
さ
れ
た
号
で
あ
る
と
か
、
鮮
の
内
容
は
権
限
後
鎗
の
ケ
ー
ス
に
骸
申
書
し
な
い
と
し
て
幾
銀
事
れ

た
撃
と
か
、
は
た
ま
た
行
段
採
録
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
柿
却
下
さ
れ
る
な
ど
、
き
ま
M
C
ま
な
対
応
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
機
剛
院
邑
軍
抽
閣
の
鯵
で
は
な
く
行
政
訴
松

と
し
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

9
争
隊
郁
に
綜
訟
約
挙
段
に
よ
世
て
こ
の
径
の
併
を
悼
持
ち
込
ん
で
い
る
例
も
あ
る
(
輔
却
下
き
れ
て
い
る
が
}
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
行
政

務
訟
と
し
て
蘇
が
幡
宮
起
寺
れ
た
が
線
下
き
れ
権
限
絵
雌
閣
の
訴
と
す
る
以
外
に
訴
の
余
地
は
な
い
と
寄
れ
る
パ
タ
ー
ン
も
あ
号
(
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
緩
う
「
真
の

僚
機
能
」
の
ケ
ー
ス
が
こ
れ
で
あ
る
@
刷
、
号
炉
久

3
4即
売
さ
・

aa--喧
柿
}
、
数
会
の
当
局
を
岨
相
手
取
る
鮮
に
お
い
て
、
行
政
訴
後
と
値
幅
四
概
縁
結
の
隊
、
ま
た

今
一
つ
の
「
裁
鳴
い
織
賓
と
し
て
の
設
相
暢
疫
の
吋
畿
剥
綴
」
(
替
総
盗
が
宮
崎
仙
&
3
5出
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
火
事
な
散
点
で
あ
る
V

と
の
燃
の
、
こ
れ
ら
三
者
の
管
軸
輔
の
健
闘
揖
は
後
維
な
蹄
問
題
告
会
ん
で
い
る
の
で
、
今
留
は
こ
れ
以
上
の
言
及
を
控
え
た
い
。
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コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
裁
量
権
に
義
づ
く
傑
護
の
袋
懇

コ
ン
コ
ル
ダ
の
付
識
約
款
六
条
の
存
喪
に
よ
っ
て
、
や
む
を
得
ず
ま
ず
権
限
縁
越
審
査
に
麗
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
件
に
つ
い
て
、

帯
法
裁
判
所
へ
の
公
訴
漫
ぴ
副
総
訴
の
提
起
の
許
可
を
、
権
限
強
結
審
査
判
事
に
務
求
す
る
と
い
う
性
格
の
権
復
縁
織
の
訴
が
、
判
僧
上

多
く
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
提
訴
サ
る
側
に
と
っ
て
梅
線
検
越
の
訴
は
、
理
法
上
の
訴
追
の
許
可
を
得
る
た
め
の
手
続
と
化
し
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て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
積
求
に
対
し
て
、
権
限
撤
越
審
査
創
刊
事
は
許
可
を
与
え
司
法
設
現
密
へ
の
移
送
を
寵
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

〈

1申

そ
の
創
刊
密
は
権
限
撤
錦
審
査
判
事
の
裁
量
次
第
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

聖
職
者
に
対
す
る
訴
追
許
可
申
繍
と
し
て
の
権
現
按
越
の
鮮
に
つ
い
て
、
権
援
縁
組
審
査
判
事
の
有
す
る
哉
量
権
は
広
大
な
も
の
で

あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
常
に
恩
義
者
の
有
利
に
働
い
て
お
り
、
霊
織
品
告
を
剤
法
裁
判
に
か
け
る
に
あ
た
っ
て
の
防
波
堤
‘
と
し
て
の
役
割

(2} 

全
集
た
し
て
い
た
。

訴
追
許
可
申
精
密
棒
、
つ
権
援
措
越
の
訴
に
対
し
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
権
譲
槍
結
審
査
部
の
と
る
態
度
は
、
法
下
の
①
i
@
に
分
か

れ
る
。

φ
権
限
議
越
と
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
行
為
は
、
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
と
す
る
。
ま
た
は
当
該
行
為
は
権
限
繍
織
の
性
格

も
較
第
の
性
格
も
有
し
な
い
と
し
て
、
訴
を
棄
却
、
す
な
わ
ち
淘
法
鉾
過
の
た
め
の
許
可
申
摘
は
退
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
私
人

〈

3}

の
要
求
に
基
づ
く
権
額
縁
起
審
査
の
鱗
怖
の
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
争
当
該
行
為
事
実
は
血
管
め
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ

る
が
、
被
難
者
の
申
し
出
た
謝
罪
ま
た
は
富
発
的
に
表
現
し
た
樺
俊
を
愛
護
し
て
、
権
限
捻
越
案
替
の
必
要
も
司
法
裁
判
隣
へ
の
移
送

-34-

の
必
饗
も
な
い
と
す
る
も
の
で
、
結
論
と
し
て
は

φ
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
被
疑
者
撃
聴
者
本
人
が
よ
長
に
釈
明
し
て
、
上
蓑

{4} 

か
ら
世
俗
の
き
濁
に
取
り
成
し
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
争
回
申
し
立
て
の
安
当
性
を
認
め
つ
つ
、
舎
と
問
様
に
被

(
5〉

(6}

疑
者
の
謝
罪
等
に
免
乙
て
、
権
限
捻
滋
笠
習
を
発
す
る
に
と
ど
め
、
訴
追
許
可
申
請
に
つ
い
て
は
退
け
る
と
す
る
。
@
権
謀
総
越
の

震
審
議
さ
で
訴
追
許
可
を
与
え
る
。
こ
れ
は
、
司
法
裁
判
訴
に
移
送
さ
れ
て
そ
こ
で
裁
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
被
疑
者
の
不
栽
に
な

A7} 

る
こ
と
を
慮
っ
て
権
限
撤
趨
霊
言
を
控
え
る
と
解
さ
れ
、
比
較
的
犯
罪
性
の
確
か
な
事
件
に
つ
い
て
の
み
下
さ
れ
る
決
定
で
あ
る
。

{
喜
}

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
権
限
按
越
審
査
部
の
と
る
態
度
の
う
ち
移
送
許
可
を
与
え
る
の
は
mw
の
み
で
あ
る
。
権
限
検

以
上
の
よ
う
に
、

越
審
査
判
事
は
、
な
る
べ
く
被
疑
者
聖
職
者
の
有
利
に
一
な
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
そ
の
保
護
を
計
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
決
定
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
替
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
権
限
撤
趣
審
査
判
事
は
、
「
当
該
行
為
の
務
舗
を
も
っ
て
裁
か
れ
る
べ
き
性
絡
が
、



(
9〉

議
論
の
余
地
な
き
も
の
で
な
い
限
り
、
訴
追
許
可
を
与
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
ま
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
裁
量
は
一
定
の
傾
向
を
一
不

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
人
の
訴
の
場
合
に
比
ぺ
、
世
俗
の
当
局
が
訴
え
る
場
合
の
方
が
は
る
か
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
確
率
が
高
い
と

い
う
こ
と
で
る
り
、
ぞ
れ
は
司
法
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
権
限
縁
鎗
の
嚢
奮
を
出
す
こ
と
で
あ
っ
て
色
、
と
も
か
く

被
疑
者
聖
職
者
に
な
ん
ら
か
の
割
裁
が
加
え
ら
れ
る
の
は
、
訴
の
当
事
者
が
世
俗
の
当
局
で
あ
る
場
合
が
確
立
的
に
圧
倒
的
に
高
い
と

{組

い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

殺事主条約下における費量級者の幼位(徳永)

(l}

櫨
徳
銀
臨
陣
織
宜
膏
釜
制
相
官
普
か
ら
可
法
裁
輔
判
所
へ
の
移
送
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
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島
許
可
を

白
書
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
案
の
僚
に
は
、
続
鞘
概
也
思
鎗
官
晶
霞
の
方
を
鐙
え
る
か
ら
で
あ
る
。

r
a
o
p
o勺
・
問
符
S

唱
-MNMmog{
明
)
・
な
お

Mm-
オ
i
リ
広
は

霊
験
者
に
対
す
る
勝
進
に
つ
い
て
、
聖
職
者
は
「
あ
ら
か
じ
め
綴
限
沿
織
の
室
鷺
を
受
け
る
こ
と
を
強
く
要
盛
岡
き
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
八
七

O
怠
，
九
月
一

九
日
の
デ
ク
レ
に
叩
怒
る
ま
で
の
公
海
員
保
幽
揮
に
額
叙
し
た
保
緩
を
受
け
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
富
m誕
百
タ
。
、
.
。
於
a

M

M

・叫
O
喧
)
、
実
感
は
む
し
ろ
鴨
裁
で
あ
っ

て
、
割
問
一
法
議
純
一
燃
に
移
送
す
べ
き
聖
職
者
に
は
機
寝
殿
鎗
の
笈
盤
国
が
控
え
ら
れ
て
い
た
。

(
9
V
H
k
g
-
e
-
n
F
噌

-MNF

(
m
O

ア
万
訴
退
酔
許
可
申
甲
鵠
耐
を
伴
わ
な
い
訴
に
つ
い
て
は
、
〈
1
)
事
情
舗
も
し
く
は
何
押
下
さ
れ
る
か
、

(2)
機
際
験
勉
在
与
と
笈
脅
さ
れ
る
か
、
ま
た
は

(3}
権
限

也
揮
越
夜
り
で
、
さ
ら
に
当
敵
行
為
を
取
号
幽
閉
す
と
い
う
一
ニ
猿
輯
酬
に
分
か
れ
る
。
鑑
伊
浪
畦
肝
可
申
績
を
紳
庁
わ
な
い
純
粋
な
撫
俊
治
揖
鵬
の
訴
に
つ
い
て
、
判
舗
内
の
み
あ
げ

て
必
く
。

(2}
悼
暗
君
仲

-M絞
F
O
E
S
-
勾
君
-
こ
尚
三
官
車
場
炉
令
部
二
師
連

S
5
2
Hき
・

0
2
5
p
c
c怠
智
弘
十
知
書

F
M
9
噌
喧
・
明
拘
叶
炉

問
N∞ド

NN
雪
江

MM担
相
夕
、
。
、
船
件
。
・
州
、
軽

E
E
S
泊
書
け

N晶
汗
咽
・
怨

NUHO
忠
戸
川
担
沼
、
ぬ
。
忌
高
崎
均
帯
。
・

F
開埠

F
P申
実
家
渉
担
・
加
担
晶

0・
G官匙
a
n
-

G
a
o
p
h両
足
・
?
害
"
苦
情
ω晶
炉

8
3
∞

E
S
-
-堅幽

hh食
事

e
n
F喜
佐
官

a
p
r
F
潟

R
F
a
p
事
に
混
血

u
g
E
-
g
a
-
u
a
e
a
h
p
c
s
s
-

初
雪
?
酔

Me・
MMム
品
開

hNご
露
"
同
臨
吋
少

AU言
語
、

S
S
F
F
E
E聖
霊
長
同
剛
警
骨
・
亀

-
3
-怒
鳴
和
努

S
N拍
雪
ユ
ニ
帯
主
。
。
翠

-a百
H
v
a
s
a
p
a
v和

、
雪
辱
最
寄
初
聖
子
唱
・
曲
師
叫
山
申
宮
町
同
情
員
勾
君
。
老
婦
、
童
、

S
E
P
怠
宇
和

c
a露骨
F
$
R・
MM-怒
声

(
Z
Z
8
4・
阿
部
品
少
均
金
札
官
接
位
。
量
判
。
.

。
E
義
7
ぉ
罪
什

-
S
F
V
ロ仇
Nh
曲

者

-
M
g
p
N同信船
4
若
丸
町
恥
向
。
長
話
"
同
副
書

F
帯
主
下
回
同
制
相
炉
阿
阿
部
品

UM叫
ι@予
同
情
叫

p
b影
匂

5
a
p
。
聖
書
句

初
雪
?
企
@
(
同
情

g・
8
・
宗
明
和
会
曲
一
何
時
国
0
4
・
阿
部
員
同
州
・

5
2
寝
耳
・

8
章
。
・
&
忠
匂
昔
、
ぜ
・
ぬ
有

'
F
串埠

e・
唱

-
g駒山

HMh訟の
-M∞
3
・
知
事
。
罵
ω

望
号
怠
震
の
・
ミ
崎
、

Mgep
絵
芥
容
器
∞
恥
部
惜
埠
・

{3)
嶋
田
宮
弱
凶
∞
罫
単
向
島
&
雪
量
純
食

2
2慾
醤

haw
句
。
翌
畳
γ

ぬ

g
r
F
M師@・

3
'
H
X
土
品
開

u

t
Z
H
勇
む
-
h
F
t
g
注

意

・

ミ

e
g
E
a
L
B
e
g
-
ぎ
-
F
N
3・
8
・

g
ご
N品
一
銭
信
陶
芸

M
g
y
h
r
x
E
札
町
、

S

5
・

h
f
-
F

Z
週
-HSN
和

M
g
w
t
o
p
g
a
L
3ぎ
附
略
奪
訟
の

3
守
主
急
患
株
主
帆
守
党
-
事
凶
器
炉

M
C
8
M
M
a
n
a
阿部叫世
u

同州

3

5
旬。寝・

5

z

p
a
3芯
e怠
ま
札

-
b
p
泊
君

-
F
串
m
F
3・
加
山
道
蜘
曲

8
・
そ
の
他
例
外
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、
次
を
穆
げ
て
お
き
た
い
。
以
忠
タ
同
銀
叫
幡
、
和

S
E
P



家事堂法12号(1幸吉3)

を
ま
戸
雪
量

:3・1
M
M品
目
隠
語

g
w叡
叫
・
害
、

sp雲
母
-
き
-
m
N
油
差
出
叫
タ
厳
重
、
。
認
さ
る
ゑ
怠
昔
、

a
s
s
c
主
を

き
と
還
の
令
苦
S
F
如
実
戸
会
合
師
以
)
・
MM-
た
W
M掛

E
F
M僧
切
0

・
。
。
涛
湯
量
句

S
H角一苦闘
h
a
程、
z
E
E
Z

詰
q-

三
e怠
草
色
町
泊
S
ま語・

S
R・
MM
・
食
品
二
N

昏
-
H∞叫
9

・
零
時
出
向
号
狩
ま

a
q
3
8ユ
随
時
・
宮
内

V
F
勾
2
・
?
者
一
‘

S
6
U
W
H
F
-
道
場
・
河

5
5
h
M。
寄
与
器
内
-
E守
忠
』

Z
5
5
見
書
e

F
A
S
P
M
M
-
g叫盆

法
解
釈
論
的
見
地
か
ら
み
た
聖
職
稿
者
向
法
特
権

〈

ー
) 

判
開
変
更
の
動
き

一
九
世
紀
後
半
に
東
り
、
撃
戦
者
の
閣
内
法
特
権
を
め
ぐ
る
法
的
状
説
は
、
判
欝
変
更
と
い
う
形
で
大
き
く
変
わ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に

コ
ン
ゼ
イ
ユ
・
デ
タ
と
破
設
践
の
一
向
者
で
あ
る
。

興
与
す
る
の
は
、

一
八
六
一
年
、
破
設
援
が
先
に
動
き
を
克
せ
、
検
察
に
よ
る
司
法
起
訴
の
場
合
コ
ン
セ
イ
子
デ
タ
の
権
限
検
越
審
査
部
の
越
訴
許

(lv 

可
な
し
に
、
査
接
襲
職
者
を
司
法
裁
判
所
に
務
事
訴
追
で
き
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
こ
の
破
鏡
読
の
見
解
は
あ
く
ま
で
も
検
察

に
よ
る
起
訴
の
場
合
に
躍
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
税
訴
に
基
づ
く
刑
事
事
件
の
場
合
に
も
司
法
裁
判
所
へ
の
車
接
係
属
を
認
め
た
も

の
で
は
な
い
。
確
設
続
は
、
四
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
こ
の
判
例
に
固
執
す
る
。

一
方
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
接
線
検
越
審
査
部
は
、

破
鏡
説
の
特
例
変
更
後
も
自
ら
の
従
来
の
態
度
を
崩
す
こ
と
な
く
、
司
法
裁
削
判
所
へ
の
移
送
の
許
可
の
感
・
請
に
対
し
て
、
出
版
ら
の
裁
最

に
基
づ
い
て
審
査
結
果
令
下
し
て
い
た
た
め
、
こ
こ
に
お
い
て
、
司
法
裁
暫
所
と
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
鍔
が
相
互
に
矛
爆
し
、
護

職
者
の
司
法
訴
追
に
つ
い
て
、
両
者
が
態
農
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

次
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
測
が
懇
肢
を
一
変
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
権
離
捻
越
審
張
蔀
が
一
八
人

O
年
の
縮
問
呂
に
下
し
た
鴎
つ
の
判

{2) 

決
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
聖
験
者
の
粥
事
事
件
に
つ
い
て
司
法
裁
判
所
に
起
訴
寸
る
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
権
限
総
越
霊
言
が
な
さ



れ
る
必
要
は
な
く
、
事
案
は
(
藍
聾
〉
司
法
裁
判
所
に
係
属
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
し
て
は
起
訴
許
可
申

{
3〉

請
に
つ
い
て
不
受
理
(
ロ

g
g
g
g
v阿
倍
)
と
す
る
と
判
示
し
、
さ
ら
に
「
付
境
約
款
は
、
務
観
的
諸
法
の
適
用
会
受
く
べ
き
重
職
者
の
保

〈

4)

護
を
自
的
と
し
て
い
な
い
」
と
判
示
し
た
こ
と
で
、
自
ら
、
聖
職
者
の
刑
事
訴
遣
に
対
し
て
の
防
法
堤
た
る
こ
と
を
品
放
棄
す
る
賓
蓄
を
行

な
っ
た
の
で
お
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
問
自
の
期
間
判
決
は
、

い
ず
れ
も
検
禦
に
よ
る
起
訴
に
対
す
る
許
可
権
の
放
素
で
あ
り
、

つ
ま
り
こ
の

コ
ン
セ
イ
ユ
・
ヂ
タ
の
判
割
問
は
再
び
被
控
除
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
。
つ
づ
い
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
翌
一
八
八
〕

{5) 

年
、
今
度
は
お
相
人
の
訴
の
提
起
に
基
づ
く
訴
追
許
可
申
請
に
際
し
て
も
何
様
の
態
度
を
示
し
、
こ
こ
に
お
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は

時
点
で
は
、

刑
事
訴
追
の
金
額
自
由
化
に
踏
み
切
っ
た
。
ぞ
れ
は
、
永
年
聖
職
者
に
対
す
る
司
法
裁
判
の
余
地
を
自
ら
の
裁
量
次
第
の
許
可
に
従
属

さ
せ
つ
づ
け
、
司
法
裁
判
所
側
の
異
論
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
も
二

O
年
近
く
に
わ
た
っ
て
裁
量
権
を
手
放
さ
な
か
っ
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
の
一
人

O
度
の
方
針
転
換
で
あ
り
、
襲
職
者
保
護
の
姿
勢
の
故
棄
と
い
う
明
確
な
意
患
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
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同
時
に
こ
の
こ
と
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
司
法
裁
判
所
と
の
判
輔
の
ず
れ
が
再
開
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
に
裁
判

の
際
関
が
生
じ
た
こ
と
が
原
障
で
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
図
と
は
逆
の
事
態
が
起
こ
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
ケ
i
ス

致事責条約下における葱殺害をの主主依{徳永)

で
あ
る
。
私
人
が
聖
戦
考
の
荊
事
・
訴
追
を
目
的
と
し
て
私
訴
を
提
起
し
、
司
法
手
続
を
開
始
さ
せ
る
こ
と
を
欲
す
る
際
、
司
法
裁
判
所

で
は
破
段
院
の
一
八
六
一
年
の
判
例
に
設
い
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
訴
追
許
可
の
襲
あ
り
と
し
て
訴
を
却
下
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

訴
追
許
可
を
申
請
し
て
も
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
ヂ
タ
と
し
て
は
、
自
ら
の
一
八
人

O
年
・
八
一
年
の
一
連
の
判
決
に
基
づ
き
、
右
の
よ
う

な
事
業
に
つ
い
て
の
訴
追
許
可
権
を
有
し
な
い
と
し
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
却
下
と
す
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に
お
い
て
裁
判
矩
杏
詑

SF

(
8〉

円
四
時
い

ggFS)
が
生
じ
、
私
訴
に
基
づ
き
訴
追
さ
れ
る
べ
き
聖
職
者
は
、
訟
の
谷
間
に
入
っ
て
、
か
え
っ
て
以
前
よ
り
も
保
護
さ
れ
た

(
7〉

状
態
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
し
て
も
破
致
肢
と
し
て
も
本
来
襲
む
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
こ
で
両
者
と
も
に
遼
巡
を
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晃
せ
つ
つ
も
な
ん
ら
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
、
法
解
釈
の
面
で
一
向
者
そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
が
要
求
さ
れ
て
こ
よ
う
。

(
1〉
次
の
判
決
に
よ
る
。
宮
崎
号

05塁。
P
Q冨
5
2
呈籾
Z
F
M
P
S
F
M
g
H
-
N
V忠
言
語
担

(2〉
削
悶
つ
の
判
決
を
、
便
宜
上
稜
号
を
付
け
て
以
下
置
に
帽
掲
げ
る

J
J
o
f
足掛
0

・
E
講
話
吾
e
d
t師
事
e
e
s
a
S
札
硲
旬
、

g
H
?礼
子
円
以
色
、
岳
民
待

hhg嵩
4
?旬、。一守、

P

常
詰
撃
陣
営
語
、
d
き円

&
ω
霊
平
送
船
宮

gp
見-再・
-
F

師
免
て
露
骨

M
8也

i

〈
同
)
町
、
、
ご
怠
今
注
怠
軍
事
わ
寺
内
-

S
E
E
-
-
o
g
和ロ
8
i
(
N
Y
M同
定
書
堕
F

甘
い
き

i
Q
Y
S曹
長
S
W
3・
MMOO
酔

M
H
o
w
i
公
〉
-

〈3
〉
前
持
伐
の
判
決
の
(
1
)
と
(
4
)
。

{
4〉
問
問
〈
2
〉と
{
3〉。

{
5〉
次
の
制
判
決
に
よ
る
。
ミ
話
傍
話
回
怨

M-NU建
詰
寄
礼
営
者

p
h・8
忠

c
a
-
均
時

-L-
柄
拘
メ
ヲ

Mog-

(
6〉

MLえ
0
3
3噌
。
切
な
F
・
Mこ
o
r
v
s
s
a
p
。
、
・
肉
体
戸
、
戸
ヲ
怠
Mhvぇ
。
口
"
さ
・
急
4

唱

-MMMe

〈

7)MLm同
門

vpohPRH3
司
・
】

mwv
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〈

一一、句"〆
「
裁
判
諾
否
」
と
判
鍔
に
よ
る
解
決

前
述
し
た
よ
う
に
、
破
設
住
と
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
婦
の
相
互
矛
震
に
よ
っ
て
司
法
・
行
政
の
湾
裁
判
所
が
と
も
に
裁
暫
拒
密

す
る
事
態
が
生
じ
、

定
の
事
件
が
こ
の
湾
法
の
隙
間
に
入
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
純
粋
な
権
限
検
越
の
訴
そ
提
起
し
、
そ
れ
に
対
し

て
権
限
総
越
審
査
部
が
機
妓
検
越
あ
り
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
辛
う
じ
て
被
疑
者
聖
職
者
の
糾
弾
の
方
途
が
残
さ
れ
て

〈

1)

い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
司
法
裁
判
所
側
か
ら
破
毅
院
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
権
譲
雌
越
審
査
部
の
権
限
撤
越
と
い

(2) 

う
審
査
結
果
会
も
っ
て
訴
追
の
許
可
と
見
倣
す
と
い
う
見
解
を
示
し
、
司
法
の
棟
繊
開
会
捜
め
る
努
力
会
見
せ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
権

限
捻
践
の
訴
は
、
再
ぴ
訴
追
許
可
申
議
と
同
義
で
あ
る
と
の
様
相
を
呈
す
る
。
権
限
鎗
越
審
査
部
は
、
訴
追
許
可
に
つ
い
て
は
自
ら
管

轄
違
い
で
あ
る
と
し
て
一
切
こ
れ
を
退
け
る
に
せ
よ
、
純
粋
な
権
離
捻
越
の
訴
に
対
し
て
権
限
検
越
の
宣
言
を
行
な
っ
た
時
点
で
、
可



法
裁
特
所
は
こ
れ
を
訴
追
許
可
と
見
倣
し
て
自
ら
の
側
に
事
案
を
引
き
取
り
、
審
理
を
隣
拾
す
る
か
ら
で
あ
る
や
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

は
、
右
の
よ
う
な
「
権
額
目
線
路
の
翼
線
に
偽
装
さ
れ
た
訴
追
許
可
申
欝
を
突
き
付
け
ら
れ
て
当
惑
し
、
こ
れ
を
受
理
す
る
か
審
査
控

〈

4〉

杏
す
る
か
で
謹
巡
し
た
。

盤
戦
者
保
護
の
方
針
を
捨
て
て
、
対
霊
験
者
訴
追
許
可
権
を
手
放
し
た
も
の
の
、
権
駿
検
越
の
訴
に
つ
い
て
の
管
轄
を
依
然
と
し
て

保
持
し
て
い
る
コ
ン
セ
イ
ユ
z

デ
タ
権
龍
検
越
審
査
部
は
、
今
一
つ
の
同
議
を
突
き
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
先

決
関
壊
と
し
て
提
蔑
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
移
送
さ
れ
て
き
た
権
限
験
総
の
審
査
に
つ
い
て
で
あ
る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
撃
戦
者
訴
追

許
可
擦
を
放
棄
し
た
た
め
に
、
検
察
は
破
酪
棋
院
の
判
例
ど
お
り
、
矯
風
間
を
伴
、
つ
法
令
に
違
背
し
た
聖
職
者
を
藍
接
起
訴
し
、
禁
距
裁
判

所
に
召
喚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
制
川
事
被
告
人
と
な
っ
た
課
職
者
が
両
法
裁
判
所
の
法
避
で
、
権
限
総
越
の
審
査
が
先
決
問
題
で
あ

る
と
主
張
し
て
き
た
と
き

i
一
般
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
宗
教
行
列
を
一
行
な
っ
た
こ
と
で
公
安
命
令
ま
た
は
市
町
村
令
違
反
と
し
て
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超
訴
さ
れ
た
聖
職
者
が
、
司
法
議
判
所
に
お
い
て
、
そ
の
苛
政
命
令
の
方
が
そ
も
そ
も
権
離
総
越
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
い
か

に
対
応
す
ぺ
き
か
。
こ
こ
に
お
い
て
、
司
法
裁
判
所
と
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
現
方
の
見
解
と
態
度
が
一
再
び
剖
題
と
な
っ
て
く
る
0

・右

正生数4長約1どもこおける塗職者!I)地位{徳永〉

の
よ
う
な
場
合
、
権
限
総
議
審
貨
の
先
決
性
宏
司
法
裁
判
所
側
が
露
め
、
そ
の
裁
定
の
た
め
に
、
司
法
裁
判
所
は
事
案
を
い
っ
た
ん
所

管
の
当
局
、
こ
の
場
合
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
権
限
総
鵡
審
査
部
に
移
送
し
、
そ
の
裁
定
が
お
り
る
ま
で
自
ら
の
裁
暫
を
猶
予
ナ
る
で

あ
ろ
う
か
。

一
方
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
権
限
捻
魅
審
査
部
の
舗
は
、
移
送
さ
れ
て
き
た
事
業
を
競
走
す
る
権
限
を
自
ら
に
認
め
る
で
あ

ろ
、
っ
か
。

被
鼓
院
は
容
の
ケ
i
ス
に
お
い
て
、
権
限
縁
越
の
審
査
が
先
決
で
あ
る
こ
と
令
認
め
、

〈

5)

移
送
を
許
可
し
て
き
た
こ
と
を
判
例
が
示
し
て
い
る
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
権
限
検
越
審
査
部
へ
の

一
方
コ
ン
七
イ
ユ
・
デ
タ
も
、
こ
の
間
態
に
関
し
て
は
破
致
艇
と
歩
粛
を
合

わ
せ
、
権
限
総
越
の
審
査
が
先
決
問
顕
で
あ
る
と
し
て
司
法
裁
判
所
が
整
案
を
移
送
し
て
く
る
な
ら
ば
、
自
ら
当
該
草
案
に
つ
い
て
の
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権
問
限
踏
越
の
審
査
愛
野
な
う
権
慢
を
有
す
る
と
い
う
態
療
を
と
り
続
け
て
い
る
。
し
か
し
一
八
八

0
・
八
一
年
の
判
針
変
更
以
来
、
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
聖
職
者
保
護
の
方
針
を
転
換
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
す
で
に
聖
職
者
会
禁
げ
は
裁
判
所
に
引
急
出
す
に
つ
い
て
簡

与
し
そ
の
許
可
権
を
掌
握
す
る
こ
と
を
放
棄
し
た
以
上
、
聖
職
者
の
訴
追
に
関
し
て
や
や
も
す
る
と
無
関
心
な
態
疫
を
と
る
よ
う
な
事

態
が
見
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
移
送
さ
れ
て
き
た
先
決
闘
問
題
の
審
査
に
つ
い
て
も
気
が
進
ま
ず
、
響
曲
特
違
い
と
し
て
こ
れ
を
退
け
た
い

〈

S
〉

〈

7)

と
い
う
の
が
本
心
で
あ
っ
た
が
、
純
粋
な
権
観
捻
勉
の
訴
そ
却
下
で
き
な
い
の
と
関
様
に
、
先
決
潤
題
ど
し
て
の
権
限
縁
越
の
審
査

〈

0
0〉

一
も
拒
否
で
き
な
い
と
い
う
見
解
に
務
ち
着
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
襲
職
者
に
対
す
る
訴
追
を
め
ぐ
り
、
司
法
裁
判
所
と
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
管
絡
に
つ
い
て
の
解
釈
の
不
一
致
に

よ
っ
て
生
じ
た
裁
判
拒
否
の
際
題
は
、
性
格
は
ど
う
あ
れ
一
切
の
権
控
除
越
の
審
査
に
つ
い
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
自
ら
の
管
絡
を

懇
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
ほ
解
決
さ
れ
た
。

一
八
八
人
年
破
毅
競
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
一
人
八
一
年
の
判
例
に
従
っ
た
た
め
、
そ
の
全

裁
判
握
吾
の
危
検
性
に
つ
い
て
は
、

〈

9〉

面
的
な
解
決
が
得
ら
れ
た
。
よ
っ
て
検
察
に
よ
る
起
訴
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
私
人
に
よ
る
告
訴
に
基
づ
く
事
件
の
場
合
も
、
藤
接

に
司
法
裁
判
所
に
係
講
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
訴
追
の
全
面
自
由
化
を
意
味
す
る
。
こ
う
し

て
、
聖
職
者
司
法
特
権
は
コ
ン
コ
ル
ダ
体
制
約
一

O
O年
の
荷
、
訟
の
文
雷
の
上
で
は
変
化
し
な
い
ま
ま
、
司
法
裁
強
駒
市
と
コ
ン
七
イ
ユ
・

入

O
度
の
転
換
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
の
一
八
八

0
・
八
一
年
の
総
決
が
、
そ
の
大
き
な
鞍
換
点
会
商
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
聖
戦
者
に
対
す
る
特

デ
タ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
判
例
に
よ
っ
て
、

権
的
保
護
を
中
止
し
、

一
般
法
の
中
に
設
り
出
し
た
。
聖
職
者
は
こ
こ
に
、
基
本
的
に
通
常
の
法
規
に
従
う
身
分
と
な
っ
た
。

ム

「え
o
p
さ・

aH・・
M
Y
M

帥帥・
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〈

2)
同
宇
佐
-
-
芝
公

L
5
3
5
L争
時

p
g
-
唱さ・

〈

3)

州、え
o
p
e
-
a
H
S
予

HM品・

〈4
)
L
3注
目

V
言
葉
遣
戸
名

-ss戸
唱
・
念
M

・

〈
5
)
?
え
司
『
船
員
。
、
-
R
F
L
u
-
M
O
N
h
p
a同
o
p
o匂
・
白
帆
?
?
益
出
・
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
権
限
後
越
の
先
決
醐
開
銀
は
行
時
執
行
為
の
解

釈
ま
た
は
正
当
伎
の
先
決
開
園
視
と
草
脅
し
く
俊
輔
憶
が
似
通
っ
て
い
る
が
、
破
掛
棋
院
は
、
当
数
行
時
執
行
為
の
合
法
後
・
正
当
排
出
に
つ
い
て
は
奇
抜
象
判
所
自
ら
幽
解
釈
す

る
機
掴
棋
を
・
有
す
る
た
め
コ
ン
セ
イ
ユ
・
ヂ
タ
に
移
送
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
、
協
殖
銀
験
織
に
つ
い
て
は
そ
の
解
釈
織
を
権
娘
陰
溺
審
愛
櫨
帽
の
韓
問
機
と
す
る
態
度

と
噛
裁
判
、
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(8V

訴
追
許
可
績
を
放
棄
し
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
梅
線
治
議
務
釜
郷
に
、
こ
の
時
期
も
た
ら
さ
れ
る
橋
渡
胎
議
の
訴
は
、
訴
追
静
可
申
績
が
「
偽
裟
事
れ
た
」

〈
ド
民
竜
江
守
6・
名
・

q
F
P
H
O品
〉
ま
た
は
「
変
形
寄
れ
た
い

P
B処理
a
p
e
-
a
F
-
戸
唱
・
怠
じ
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
か
つ
先
決
棚
拘
置
閣
と
し
て

移
送
き
れ
て
く
る
横
線
路
鎗
審
査
要
求
も
問
穫
の
も
の
で
あ
る
と
の
認
晶
画
に
纂
づ
く
。

{7}

形
式
上
純
粋
な
機
販
品
開
織
の
訴
で
あ
る
が
、
そ
の
実
吋
偽
装
さ
れ
た
訴
追
許
可
申
錆
」
で
あ
る
も
の
も
含
む
。

{
8〉
こ
の
種
の
制
判
併
を
縛
げ
る
。
叶
守
口
-

M

鎗
タ
句
常
時
。
3
句

g
泊
料
喜
怒
号
、
#
S
5・
呈
芯
札
町
役
言
語
器
宅
電
怠
h
w
w
-
幸
男
慾
言
語
"
ぬ
R
t
F
m宅
包
官
・

8
r

同
惜
宮
部
・
】
察
タ
信
号
、
画
調
か
を
札

wgza怠
得
。
防
食
事
可
動
電
話
z
R
E
H
柑
宮
官
室
蕊
事
総
号
主
富
島
認
定
、
‘
礼
町
宮
豆
、

S
梓
忌
E
h
R
な
き
藷
譲
宅
器
、
出
2
・

け
箆
噌
0

・
MM・
8MM
む
き
ん
い
骨
阿
担
割
面
・
、
L
H
a
a
E
H、。今
'a'qp偽
可
き
蕊
達
色
町
話
題
・
6
5
H
念
宮
言
宗
河
君
・
?
ぼ
噌
p
p
g
H

恥

w
g
N
M
O
V
M
F
同
帥
抽
叫
司
令

ha

S
謹
言
語
礼
町
ミ
2
e
p
怠

忠

む

5
2
5
F図
書
'
F

浮
苦
情
恒
N

和
∞
家
宅
な
お
次
の
指
値
情
寄
付
け
勿
え
た
い
。
コ
ン
セ
イ
子
デ
タ
の
先
決
欄
問
題

に
対
す
る
態
度
は
、
念
品
融
的
に
言
っ
て
一
定
し
て
い
る
@
行
政
行
為
の
合
法
後
・
豆
議
後
の
解
釈
に
闘
し
で
も
、
制
同
法
裁
判
所
か
ら
の
移
送
が
あ
れ
ば
コ
ン
々
イ

ュ
・
デ
タ
に
審
釜
績
が
あ
る
と
の
立
場
を
崩
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
、
磁
揖
棋
院
の
見
解
と
は
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

次
の
創
刊
決
に
よ
る
。
。
換
器
・

0
ユ
ヨ
4
N
V
S
H
g∞
・
。
ぷ
憲
一
制
雲
仙
ニ
箆
タ
。
安
S
H
3事

-43-

.& 

公
務
員
特
権
と
の
異
照

(
3〉

聖
職
者
保
護
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
公
務
員
保
護
と
の
類
似
性
を
着
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
公
務
員
は
、
共
和

(2) 

の
憲
法
七
五
条
の
規
定
す
る
一
定
の
保
護
を
受
け
て
い
た
が
、

( … 一一、、..-
震
八
年
(
一
七
九
九
年
〉

一
八
七

O
年
九
月
…
九
日
の
デ
ク
レ
l
ロ
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ワ
は
右
の
条
壊
を
廃
棄
し
、
か
っ
、
あ
ら
ゆ
る
一
般
法
ま
た
は
特
挺
訟
の
規
定
で
、
公
務
艮
に
対
す
る
訴
識
を
錆
叩
る
問
的
を
有
す
る
規
定

を
廃
す
る
と
し
た
。
こ
、

7
レ
て
公
務
員
の
司
法
上
の
特
権
が
消
滅
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
締
点
で
襲
職
者
の
そ
れ
は
な
お
存
続
し
て
い
る
。

破
穀
院
と
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
と
も
に
、
公
務
員
・
護
職
者
各
々
の
制
球
護
に
つ
い
て
の
議
論
を
分
け
て
い
る
。
「
製
験
者
は
公
務

(
3〉

(
4

一

鼠
で
な
い
」
と
の
判
断
を
ま
ず
破
設
院
が
明
怯
に
訴
し
、
つ
づ
い
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
そ
れ
に
追
従
し
た
。
と
こ
ろ
で
磁
殻
焼

人
六
一
年
の
判
例
変
更
に
様
し
、
こ
の
点
を
め
ぐ
る
論
議
が
起
こ
っ
て
い
る
。
破
鍛
慌
の
特
例
変
更
は
、
訴

(
5〉

追
の
自
由
化
養
成
の
立
場
か
ら
、
在
の
一
入
七

O
年
の
デ
ク
レ
l
ロ
ワ
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
批
判
を
受
け
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
破

〈

Gψ

穀
援
は
、
議
験
者
は
公
務
員
に
あ
ら
ず
と
い
う
明
確
な
態
度
を
も
っ
て
、
こ
の
議
論
に
関
寸
る
自
己
の
立
場
を
確
認
し
て
い
る
。

に
つ
い
て
、
前
述
し
た

よ
っ
て
会
務
員
保
護
と
襲
職
者
探
護
の
間
に
は
、
司
法
・
行
政
の
簡
裁
判
所
の
懇
度
に
お
い
て
必
ず
し
も
並
行
賄
側
係
が
見
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、
た
だ
類
推
が
予
溺
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
す
る
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
公
務
員
保
護
と

{
7〉

聖
職
者
保
護
と
は
、
時
難
的
、
件
数
約
に
呼
応
し
て
い
な
い
。
な
お
、
公
務
員
保
護
は
途
中
で
断
ち
切
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
時
点
か

ら
は
護
職
者
保
護
と
は
む
し
ろ
完
全
な
脊
き
濃
い
を
克
せ
る
の
で
あ
り
、
堅
職
者
保
護
が
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
牲
の
少
な
い
保
護
で
は
あ
っ

-44-

て
も
、
依
然
と
し
て
そ
れ
を
享
受
し
つ
づ
け
ら
れ
る
の
と
は
対
照
的
な
事
態
と
な
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
公
務
員
特
権
問
様
、
重
職
者

特
権
も
消
滅
す
る
が
、
ぞ
れ
は
前
者
が
実
定
法
上
の
改
正
に
よ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
判
部
に
藤
づ
い
て
同
じ
結
論
に
達
し
た
と
い

う
点
に
お
い
て
も
相
違
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

~ム

F
広
告
-
o
b・

s・-憎んNa・

共
和
媛
種
年
の
幽
憲
法
七
五
条
{
テ
キ
ス
ト
は
次
に
よ
る
。
記
。
担
。
臣
官
宗

aza務
q
v
h
o
gい
お
ア
~
ド
い
毒
。P。器義怖

h

苦M

詰。除

s悼

ε宮“札毎可
P官H

刷、可、号

E
札恐可雪宮
b忌拡
h勾叫恥怨抽
.
m湾@
£
.
ニ
.

Hお叩帥鈴柑.苛予
.
H尽N
叶
戸
ご
.
ヤ
}
「
大
附
怠
出
を
除
く
政
一
飛
飛
霊
柑
受x
の
量
義
輯
務
に
痴
速
し
て
訴
追
を
行
な
う
酷
際
開
に
仲
は
柚
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
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ダ
タ
の
掛
町
可
を
錨
押
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
訴
追
は
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
〕
。

〈
立
の
釦

F
9
5
3
8
E
E
M∞戸

m-gMMム
EM怠・

〈

4

V

0
・
F
朗
建

S
H豊
宮
言
誌
、
戸

〈

5
〉
一
八
六
一
年
の
後
毅
世
慌
の
制
判
例
変
植
民
は
、
刑
事
訴
追
の
自
由
化
策
成
側
か
ら
も
、
逆
に
従
来
の
立
場
に
立
っ
て
訴
追
の
自
由
化
に
反
対
す
る
健
か
ら
も
同
時
吋
に

批
判
さ
れ
て
い
る
。
柄
、
号

V
え
き
F
f
9
0
p
a
?
"
噌・

8
・

{S)

同
島
同
@
豆
々
F

内

Mb-aaMM唱
寧
掛
∞
和
率
引
が
鷺

M
g
a
p
e
-
n給
与
唱
ム
噌
ゲ
叫
紙
袋
骨
院
は
こ
の
後
も
、
公
務
員
と
襲
職
者
を
掴
明
ら
か
に
区
附
加
す
る
態
度
を
と
る
。

公
務
員
の
行
政
行
為
の
進
法
伎
を
問
う
際
と
、
襲
職
者
の
職
務
執
行
に
h

掛
け
る
機
隈
検
輪
島
を
書
官
釜
す
る
際
と
の
慢
に
見
ら
れ
る
特
例
の
相
違
{
前
第
の
注
{
2〉を

参
照
の
こ
と
〉
は
、
こ
こ
に
街
南
米
す
る
と
忽
わ
れ
る
。

{
7〉
一
八
二
七
l
大
九
年
に
、
公
務
員
に
対
す
る
訴
追
齢
可
申
醜
聞
が
一
一
一
七
三
一
一
件
あ
り
、
九
一
一
一
五
件
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
ヂ
タ
に
よ
っ
て
受
蔑
さ
れ
て
い
る
。
許
可
準

が
最
高
に
な
っ
た
の
は
一
八
四
七
年
で
、
五
二
パ
!
々
ン
ト
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
鱒
数
が
綾
粛
と
な
っ
た
年
で
も
あ
っ
て
、
一
四
六
件
で
あ
る
。
第
一
一
帯
殺
の
は

じ
め
頃
は
、
事
務
お
よ
び
許
可
の
件
数
は
上
昇
し
続
け
、
そ
し
て
減
少
に
向
か
う
。
蔓
職
者
に
関
し
て
は
、
一
八
四
一
!
問
問
七
年
の
隠
に
一
一
六
件
に
対
し
て
訴
巡

許
可
の
お
り
た
の
は
八
持
げ
で
あ
り
、
一
八
五
八
!
六
九
年
に
は
二
六
件
に
対
し
て
一
一
伶
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
訴
追
許
可
申
鱒
聞
に
対
し
て
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
ヂ

b
y

に
よ
る
緩
板
の
関
隅
聞
の
時
期
は
、
常
に
呼
応
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
一
八
留
一

f
vゑ
O
年
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
車
輪
酬
を
か
な
母
由
同
俗
に
受

け
入
れ
て
る
よ
う
に
怠
わ
れ
る
鎖
倒
で
あ
号
、
こ
の
時
期
に
は
向
機
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
相
途
を
需
品
せ
は
じ
め
、
普
ら
に
第
二
帝
政
下
で
は
ま
っ

た
く
の
行
き
途
い
と
な
る
。

V
A
C
F

。Mu-
のな・・唱
'
H
N
N
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結

聖
職
者
一
時
法
特
権
は
そ
も
そ
も
、
一
冗
嘗
〈
政
府
)
が
直
接
的
に
教
会
に
模
す
る
事
項
を
把
握
す
る
卦
饗
か
ら
生
じ
た
と
こ
ろ
の
権
限

措
態
の
訴
の
制
捜
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
コ
ン
コ
ル
ダ
体
制
の
時
代
で
あ
る
一
九
世
紀
に
お
い
て
、
次
第
に
司
法
裁
判

所
と
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
管
轄
に
関
す
る
判
例
の
対
立
、
す
な
わ
ち
法
解
釈
的
な
議
論
が
前
一
慌
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。



宗教法12母(1鈎3)

聖
職
者
間
別
法
訴
追
に
つ
い
て
は
、
設
俗
の
潜
開
局
が
聖
職
者
〈
そ
の
多
く
は
司
教
や
大
司
教
な
ど
高
位
聖
職
者
)
を
訴
え
る
場
合
と
、

私
人
が
こ
れ
(
そ
の
多
く
は
小
教
区
の
主
任
司
祭
や
助
任
司
祭
な
ど
〉
を
訴
え
る
場
合
と
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
前
考
に
お

saM仙
の
詰
ぽ
沼
恒
)
を
出
引
き
ず
る
障
家
と
教
会
と
の
諮
棋
と
い
う
態
度
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
高
註

い
て
は
、
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム

聖
職
者
を
司
法
裁
判
所
に
召
喚
す
る
の
は
稀
で
あ
る
。
た
だ
し
一
八
八

O
年
以
降
は
、
共
和
欝
フ
ラ
ン
ス
が
急
進
主
義
に
主
導
さ
れ
て

間
家
・
隈
民
の
一
一
分
解
が
始
ま
る
た
め
に
、
政
治
状
読
を
京
映
し
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
ダ
タ
は
保
護
安
打
ち
切
る
。
後
者
の
場
合
は
、
当

{
1〉

{2)

初
「
村
の
紛
争
〈
督
。
富
山
M
8
4昨日目話。。ぽ
g)
」
、
あ
る
い
は
「
村
の
事
件
宮
町
内

3
g鵠
母
乳
出
蒜
叩
〉
」
と
呼
ば
れ
る
ケ
ー
ス
が
そ
の
中

心
を
な
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
小
教
区
の
住
民
と
議
ら
の
司
祭
と
の
聞
の
、
主
に
名
誉
設
摘
を
め
守
る
紛
争
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
対

し
て
糊
自
家
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
裁
量
の
も
と
、
犯
罪
性
の
確
か
な
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
司
法
訴
追
安
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し

年
誌
降
は
、
事
件
を
直
接
司
法
裁
判
所
に
係
属
さ
せ
て
被
疑
者
の
罵

祭
を
訴
追
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
紛
争
の
性
格
自
体
こ
の
こ
ろ
に
は
変
容
し
、
村
で
は
な
く
む
し
ろ
都
市
で
鶴
こ
る
事
件
が
中
心
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コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
態
震
を
豹
変
さ
せ
た
一
八
八

O
年
・
入

と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
ア
ン
チ
・
ク
レ
リ
カ
リ
ズ
ム
〈

E
怠

MMr-nagg惜〉

の
台
鼓
な
ど
、
背
景
に
あ
る
社
会
の
動
さ
と
の
鶴
連

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

結
局
、
判
椀
に
よ
っ
て
聴
験
者
を
一
般
法
に
従
属
さ
せ
、
か
つ
、

一
九

O
五
年
一
二
月
九
日
の
法
稼
(
政
教
分
離
法
)
お
よ
び
そ
れ

に
つ
づ
く
建
年
早
々
の
判
決
(
戸
開
よ
お
い
き
・
話
。
少
凶
V
O削

h
N
S誕
地
可
・
宮
内
・
け
叫
出
申
・

MMム
0
0
0
〉

廃
止
を
確
認
し
た
こ
と
に
よ
り
、
案
一
定
法
上
も
襲
職
者
向
法
特
権
が
消
滅
す
る
に
韮
る
の
で
あ
る
。

が
権
限
鎗
越
の
訴
の
制
度
の
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